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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は不可欠なものとなる。換言すれば、脆弱なリス1．問題の所在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク管理体制や業界内に限定された競争などのこれ

前稿では、金融の自由化以前における邦銀業界　　まで邦銀でみられた体制・制度的特質は、経営に

や邦銀経営の特色であった、（1）他行への差別化や　　おける「横並び経営」や、人事における「画一的

競争力の獲得を重視しない横並び経営、（2）短期的　　な人事」と同様に、今後の「金融環境」や「経営

なローテーションを中心にした画一的人事、とい　　環境」を熟慮すれば、多くの問題や課題を抱えて

う2つの問題について取り上げ、まず、それらが　　おり、変革・革新を余儀なくされているのであ

現段階において必ずしも合理的ではないことにつ　　る。

いて明らかにした。また同時に、各種環境の更な　　　以上の状況を受け、本稿では、邦銀のリスク管

る変化などを想定しながら、今後の邦銀における　　理体制の実態とその脆弱性を指摘し、今後のリス

「経営」や「人事」について考察し、経営につい　　クの多様化の動向とそれらの管理について提示す

ては、「独自の経営並びに利害関係者重視の経　　る。次に、競争制限の規制に関わる変遷を窺いな

営」、人事については、「経営・組織・事業戦略対　　がら業態・業界・国を越えた競争の進展とそれら

応の専門的人事」といった新たなパラダイムにつ　　への対応について検討すると共に、これらの大競

いて提導した（森、2004）。　　　　　　　　　　争時代において競争優位を重視した経営や戦略の

本稿では、前稿において残された考察課題であ　　実践に向けての諸課題を明らかにする。
り、金融ビッグ・バン以前から続き今も尚支配的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．脆弱的リスク管理からリスク多様化にとなっている、（a）リスク把握能力のない人材の登　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応したリスク管理へ用などが影響した脆弱なリスク管理体制、（b）銀行

業界・金融業界内に限定された競争、の2つの問　　　2．1邦銀における脆弱的なリスク管理体制と

題について取り扱い、今後の課題などについて考　　　　その特徴

察していくことにする。前稿にて考察した「経　　　邦銀各行は、100％出資の業態別子会社と、銀

営」や「人事」に関するものに加えて、「リス　　行法で認められた周辺業務（銀行5％出資、リー

ク」、「競争」という問題を取り上げ検討すること　　ス、ベンチャー・キャピタル、ファクタリング、

は、更にリスク産業化を強め、国内外から業界・　　クレジット・カード、信用保証、抵当証券など）

業種を超えた大競争が展開されることが予想され　　を行う関係会社とを出資先として保持しており、

る今後の金融業の経営的な枠組みを考えるために　　そのリスクは広範囲にわたり、リスク把握に努力

＊産業杜会学部講師

一55一



56　　　　　　　　　　　　　　　　長野大学紀要　第27巻第1号　2005

しているものの、全体を把握しにくい状況にあっ　　行内で養成されたトレーディング能力の高くはな

た（菊池、1997）。また、証券子会社を傘下に持　　い人材がリスク管理を担当してきたため、その脆

ち、証券子会社で発生する証券リスクが親銀行の　　弱さが浮き彫りとなっていた。また、それらを克

預金者に及ぶという面では、金融システムの安定　　服するための行外から専門家を採用する事例も殆

性に欠けており、さらには、この方式により預金　　どみられなかったのである。そして、中間管理層

者と投資家の利益相反問題を内包させていたので　　のみならず、銀行経営者も同様にリスクの認識能

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力がなかったのも大きな問題であった。経営者は

そして、邦銀は、金融環境が質的に変化してい　　外部環境が変化しているにも拘らず、過去の経験

るにも拘らず銀行融資に際しての土地担保主義が　　と前例踏襲のみに依存し、先見性や総合的な視点

1980年代後半のバブル経済の時期を通して一層定　　が欠如していることが多く、それに伴い銀行経営

着したため、邦銀各行はリスク管理の体制を改善　　を遂行するうえで遭遇する数多くのリスクを想定

するどころか、寧ろリスクに対する認識が甘くな　　できずに、実際に発生させてしまっていた（久

り、それにつれて、リスク管理のための内部体制　　原、1997、2000）。このような観点からも、経営

の整備が国際的にみて大きく立ち遅れさせてし　　者に対するリスク把握能力・リスク想定能力の育

まった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　成と、実際のリスク管理者の養成・育成ないしは

日米銀行間の経営の相違点として、専門経営者　　外部からのそれらの採用等、さらには、それらを

あるいは専門管理者の有無にあるといわれるが　　支える行内におけるジョブ・ローテーションの在

（e．g．，久原、2000；森、2004）、日本における2　　り方や人事評価制度の在り方も検討していくこと

～3年間のローテーションに支えられた部門間の　　が求められるのである。

円滑な意思疎通の存在は、このリスク管理までも

曖昧な人間関係に任せることになってしまった。　　　2．2邦銀におけるリスク管理の流れと今後の

つまり、信頼・信用に基づく共同体としての日本　　　　　リスク管理多様化下のリスク管理

の企業社会の中で培われた、先輩、同僚、後輩と　　　そのような中でも、邦銀におけるリスク管理

の気のおけない関係を基礎にした管理の問題がそ　　は、米国の影響を十分に受け、（1）資産管理（As一

こには存在していた。米国におけるリスク管理　　set　Management）、（2）負債管理（Liability　Manage一

が、先ず相手を疑うことから始まるのに対して、　　ment）の段階を経て、現在の、（3）資産負債総合管

日本では、相手に対する仲間としての信頼が、リ　　理（Asset　Liability　Management）の時代へと移行

スク管理においてもその出発点となっていた。こ　　してきた（佐野他、1997）。

の結果、相手を疑う全ての第三者が入手可能な透　　　より具体的に示せば、（1）流動性リスクは考慮さ

明性のある経営計数などは、わが国では存在せ　　れていたが、金利リスクは管理する必要がなく、

ず、問題が発生してもお互いに隠し合い、仲間を　　負債側の管理が不要であったため、負債残高を所

庇うために操作した結果だけが経営者のもとへい　　与として最適な資産構成、すなわち運用手段を考

くこともあった。すなわち、株主や顧客のみなら　　える管理手法〈Asset　Management＞から、（2）銀行

ず、組織内の経営者にも明確に各種情報が開示さ　　の資金調達に占める自由金利商品のシェアが上昇

れない状況にあったと言うことができる。　　　　　し資金需要が強かった一方、企業サイドの財務管

また、リスク管理を担当する人材の視点で見て　　理手法の発達を背景に銀行は資金確保のため資金

も、米国では、様々な専門管理者が存在し、ト　　調達手段の開発や市場性資金への依存度が高まっ

レーディング取引のリスク管理に関しては、その　　たことによる、流動性リスクを考慮した資金調達

何層にも分かれたチェック機能だけではなく、デ　　すなわち負債サイドの管理くLiability　Manage一

リバティブ取引では大学教授やその専門研究者が　　ment＞を経て、（3）市場性負債の増加や金利の自由

リスク管理者として採用される例も多い。これに　　化に伴い金利リスク管理が重要な課題となり、同

対し、日本では、2～3年毎に様々な部署を移動　　時に運用サイドでも信用リスク管理が重視された

してきた中間管理層のため専門管理能力は薄く、　　ことによる、各種リスクと考慮し資産と負債の相
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互の総合的な管理＜Asset　Liability　Management＞　　及するという「システミック・リスク（systemic

へと移行してきたのである。このことからも邦銀　　risk）」に発展することも考えられる。以上のこと

が直面するリスクを整理し、単なるリスク対策と　　からも、邦銀業界全体は金融自由化の下で、益々

してではなく経営全体の管理システムとしての性　　リスク産業化としての性格が強まっているため、

格を強めている資産負債総合管理（ALM）につ　　想定されるリスクの実態を把握し、適切にそれら

いて、その諸特色・要点と今後の課題を考えてい　　を管理することにより自己の組織を守ると共に、

くことが求められている。　　　　　　　　　　　預金者をはじめとする各種利害関係者の利益を

金融が自由化され、金利規制や金融業務面の規　　守っていくことが不可分となるのである。

制がなくなると、銀行は自らの経営判断で金利を　　銀行が本来的な機能を果たし収益を上げるうえ

設定・決定し、金融業務も自らの利益の役立つ限　　では、積極的なリスク管理が不可欠となる。銀行

りにおいて国内外で自由な業務展開を行うことに　　の機能は大別すると、資産返還機能と決済機能で

なる。邦銀は従来できなかった新商品・サービス　　あり、前者の1つとしてリスクの引受・加工・再

の開発や金融商品・サービスの価格、すなわち金　　配分がある。言い換えれば、銀行経営において

利の設定を自由に行えるようになり、漸く他産業　　は、リスクの回避を望むのであれば、ある程度の

並みの競争条件を整える一方、銀行の取扱商品が　　リスクをとり、それらを管理していくことが必要

金利商品を主力とするため、金利変動の常態化か　　となる。したがって、邦銀各行にとっては今後、

ら、確実に邦銀は市況産業としての性格を強めて　　（a）直面する自己資本を保有すること2）、また、（b）

いくことになるのである。　　　　　　　　　　　自ら直面しているリスク（新金融商品などが浸透

銀行が市況産業化することで、必然的に邦銀は　　し新種のリスクや貸借対照表には表記されないリ

市況リスクを負うことになる。預貸金の金利が変　　スクの発生、価格の不規則変動の増加、市場間依

動し、それに資金の自由な調達、運用から両者の　　存度合いの上昇による発生リスクの多様化）を継

ミスマッチが引き起こされ、金利変動リスクは従　　続的・恒常的に認識し、定量的に把握し、それを

来に比べ一段と高まることになり、業務面の自由　　管理するシステムを構築すること、などが基本的

化によって、元々市況商品である有価証券への投　　課題となるであろう。そして、市場を基礎とした

資やディーリング業務も加わると、この面から金　　金融システムが効率的かつ安全に機能するために

利リスクは更に拡大することになる。さらに、国　　は、邦銀各行におけるリスク管理の適切かつ精緻

際業務の拡大で為替変動リスクが増加し、同時に　　的管理が不可欠となり、それらの管理を実践する

スワップ取引、オプション取引などのデリバティ　　ことではじめて顧客に対して「安全」という価値

ブ商品の金利リスクも、その拡大により増大する　　を提供し、組織として公共性を保ち得るのであ

傾向にある。つまり、邦銀業界は市況産業化し、　　る。
それに伴うリスク産業化の道を辿ることは不可避　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．金融業界内の競争から大競争時代の競となる。一方、邦銀各行は金融自由化の下では金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　争へ利・為替・株式といった「市場リスク（market

risk）」のほか、銀行間競争の激化により銀行収益　　　3．1　競争制限規制とその緩和・撤廃

が伸び悩み、銀行の収益志向への動きは一段と強　　　金融ビッグ・バンを迎える以前のわが国におけ

まるため、ハイリスク・ハイリターン貸出が増加　　る金融政策は、監督官庁主導型による金融資本市

し「信用リスク（credit　risk）」を高め、同時にミ　　場の可能な限りのコントロールにあったと言うこ

ス・マッチ・ポジション1）を引き起こして「流動　　とができる。監督官庁はその実施のために競争制

性リスク（liquidity　hsk）」の増大にも晒されるこ　　限的規制を設け、その代表的な規制として、金融

とになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　機関の業務範囲に関する規制（業務分野規制）、

また、自由度を増した銀行経営の失敗により、　　金利に関する規制（金利規制）、国内と海外の金

経営不振に陥る銀行が増えると、銀行の加入する　　融市場を分断する規制（内外市場分断規制）、を

決済システムを通じて他の銀行にそのリスクが波　　挙げることができる。業務分野に関しては、長短
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金融の分離（主として短期金融を行う普通銀行等　　　次に金利に関する規制は、高度経済成長期を通

と、長期金融を行う長期信用銀行や信託銀行の分　　じ、預金金利を中心に広範に設けられた。預金金

離）、銀行・信託の分離（同一銀行の預金業務と　　利規制は、1947年12月の「臨時金利調整法」に基

信託業務の原則兼営禁止）、銀行・証券の分離　　つくものであり、同法で、預金金利の最高限度が

（「証券取引法（1947年）」による銀行の公共債を　　決められた。本来、日本銀行政策委員会が金利調

除く証券業務の兼営禁止）、という3つの規制が　　整審議会に諮問する形をとってきたが、70年以降

実施されてきた。　　　　　　　　　　　　　　　　は、預貯金の種類、期間別の細目については日銀

しかし、1970年代後半以降、金融革新の進展に　　が同法の告示の範囲内で「ガイドラインとしての

平行して、長短金融の分離に関しては、資金運用　　預金細目金利」を決定公表してきた。同法はその

面（貸出等）を中心に、なし崩し的に同質化が進　　名の通り「当面の間」、金利を調整（規制）する

み、銀行・信託の分離も緩和・撤廃を求める動き　　と言う法律であったが、この当面が、93年4月の

が強まった。銀行・証券の分離は83年の銀行によ　　金融制度改革法の実施と同年6月の定期預金金利

る公共債窓口販売や84年の公共債ディーリングの　　の完全自由化まで、実に戦後50年間続いてきたこ

開始、一方で、証券会社による資金総合口座の開　　とになる。この間、銀行等の預金金利は公定歩合

発が84年に行なわれるなど、次第に規制緩和の方　　に連動し、貸出金利は国債の指標銘柄を軸とした

向に進展した。つまり、各金融業態、とりわけ各　　長期金利に連動させることにより利ザヤが決めら

上位機関の規制撤廃要求を受ける形で緩和の方向　　れることから、銀行等は資金（預金）量を増やし

に向かったわけである。その後、91年6月の金融　　さえすれば、一定の資金収益が確保できるという

制度調査会報告「新しい金融制度について」で　　基本的な収益構造ができあがり、また保証されて

は、利用者の立場、国際性、金融秩序の維持とい　　いたわけである。70年代後半以降、自由金利の現

う3つの観点からとしつつも、各金融機関の相互　　先市場の拡大、証券会社による中期国債ファンド

参入を妥当とする結論を出した。さらに、これを　　の発売等を背景に、預金金利規制は段階的に緩和

受けて92年6月には、「金融制度および証券取引　　へ向かい、93年の定期預金金利の完全自由化、94

制度の改革のための関係法律の整備等に関する法　　年の当座預金を除く流動性預金の金利自由化な

律（金融制度改革法）」が成立、93年4月から銀　　ど、預金金利規制はほぼ完全に自由化された。し

行、信託、証券会社等が子会社方式で相互参入で　　かし、わが国の預金金利自由化は金利の低下局面

きるようになった（図表1）。　　　　　　　　　　で進行したこともあり、米国における金利自由化

図表1．監督官庁主導型の競争制限的規制とその緩和

業務分野規制 金利規制 内外市場分断規制

●具体的には3つの規制が存在 70年代後半以降、自由 73年の変動為替相場制度へ

①長短金融の分離（短期金融を行う普通銀行等と、長期 金利の現先市場の拡 の移行に伴い、国際的資本

金融を行う長期信用銀行や信託銀行の分離） 大、証券会社による中 取引の自由化要求が高まる

②銀行・信託の分離（同一銀行の預金業務と信託業務の 期国債ファンドの発売 ⇒77年以降、為替管理の緩

原則兼営禁止） 等を背景に、預金金利 和措置は段階的に進行

③銀行・証券の分離（証券取引法による銀行の公共債を 規制は段階的に緩和へ ⇒80年の全面改正で資本取

除く証券業務の兼営禁止） 向かう 引は原則自由化へと転換

⇒①に関しては、92年6月に金融制度改革法が成立し、 ⇒93年の定期預金金利 ⇒84年の「日米ドル委員会

93年4月から銀行、信託、証券会社が子会社方式で相互 の完全自由化 報告」で広範な自由化措置

参入が可能となるとともに、97年の独禁法の改正により ⇒94年の当座預金を除 を提言

98年4月から持株会社が解禁される く流動性預金の金利自 ⇒98年4月の新外為法実施

由化 により全面的に規制が解除

⇒預金金利規制はほぼ される

完全に自由化される
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で生じた混乱とその動向を経験することなく今日　　業界の都合による枠組みであり、それらが、業界

に至っている。　　　　　　　　　　　　　　　や業態の枠を超えた競争が実施されることで、顧

内外金融市場の分断規制は、1949年に制定され　　客の真の金融ニーズを満たし、また、顧客主導型

た「外国為替および外国貿易管理法」を起点とす　　の経営・事業を展開することになる。これらのた

る。同法で、対外的な資本取引は原則として禁止　　めに、従来の業態毎に区切られていた競争の枠組

された。73年の変動為替相場制度への移行に伴　　みを改め、（1＞国内金融機関同士の業態間の垣根を

い、国際的資本取引の自由化要求が高まり、これ　　超えた競争、（2）海外における外国金融機関との競

らを背景に、77年以降、為替管理の緩和措置は段　　争、あるいは国内にある外資系金融機関との競

階的に進行し、80年の全面改正で資本取引は原則　　争、（3）国内外の非金融・異業種産業（特に、流

自由化へと転換、さらに84年の「日米ドル委員会　　通、小売、商社、エレクトロニクス系企業等）と

報告」で広範な自由化措置を提言、84年には円転　　の競争、などの多種多様な企業との競争を促進す

換規制の撤廃へと進み、ついに98年4月の新外為　　る方向が打ち出されており、それらが具体的に進

法実施をもってほぼ全面的な規制解除に至ってい　　展している（図表2）。

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このように金融業務を自由に選択でき、金利等

も自由に設定できるようになるため、銀行間の競

3．2　業態・国・業界を超えた競争の進展とそ　　争は従来の競争とは量的のみならず質的に非常に

の現状・実態　　　　　　　　　　　　　　厳しさを増してくるのである。また、金融業務の

前項では、戦後続いてきた規制に関わる変遷等　　自由化により業務の同質化が進み、銀行は同じフ

を窺ってきたが、わが国における金融ビッグ・バ　　ィールドで競争するため、競争は一段と激化し、

ンの要点の1つとして、これまでの業界・業態を　　銀行経営は厳しさを増すことになる4）。かくし

超えた競争の促進がある。それは、日本の金融機　　て、日本版金融ビッグ・バンの基本原則の1つと

関がその機能を回復ないし強化するために必要と　　して「フリー（free）」があり、そのルールの下

なる。また、これまで銀行、証券、信託、生・損　　で、市場参加者（新たに市場に参入した新規参入

保という業態別サービスは、顧客の金融ニーズと　　者も含めて）は自分自身の意思・判断で革新活動

は無関係かつそれらに依拠したものではなく3）、　　を試みることができ、その反面で、自己責任にお

図表2．業界を超えた競争の進展とその内容

（1）業態間の垣根を超えた競争 （2）外資系金融機関 （3）国内外の非金融・異業種企業

●他業進出方式（①子会社方 ●「外資系銀行」（e．g．，シテイバン ●異業種の例（①「イトーヨーカ

式、②持株会社方式の双方の選 ク、バンカーズ・トラスト銀行等） 堂」：傘下の流通店舗にATMを配置
択が可能） ●「外資系証券会社」（e．g．，モルガ しそのネットワークなどを武器に銀行

①92年6月に成立した金融制度 ン・スタンレー証券、リーマン・ブ 事業を展開、②「ソニー」：本業のエ

改革法により、銀行の子会社と ラザーズ証券、パリバ証券、クレデ レクトロニクス分野を超えネットを通

して証券会社の所有が、証券会 イ・リヨネ証券等） じて銀行事業を展開しブランド価値の

社の子会社として銀行の所有が ●「外資系保険会社」（e．g．，　AIU保 最大化を目指す、③「トヨタ」：本業

認められ、翌年から相互乗入れ 険、プルデンシャル生命保険等） や本業の周辺で既に金融機能を提供し

が始まる ●「外資系投信・投資顧問会社」 潤沢な資金や信用力を武器に銀行事業

②97年の独禁法の改正によっ （e．g．，フィディリティ投信等） の展開を目論む）

て、98年4月以降、事業支配力 ⇒外資系は業態全てにおいて展開 ⇒異業種は、同事業においての顧客、

の過度の集中となる場合を除き し、わが国金融に大きな影響を与え 提供方式を明確にしつつ、本業におけ

持株会社が解禁され、大手邦銀 ている。 る企業力・事業力といった強みを活用

では導入・活用されている［e， すると共に、顧客の満足やニーズを適

g．，みずほ、UFJ・三菱東京、 えることを重視し事業を展開する。

三井住友、りそな］。
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いて経営を実践していくことになるのである。こ　　バンキングに注力する「モルガン銀行」、日本の

れらに関する実際的な取組みを見てみると、（1）に　　金融会社や総合商社等を相手にデリバティブなど

ついては、現状では、他業進出方式として子会社　　のリスク管理業務やアドバイザリー業務に注力す

方式と持株会社方式の双方の選択が可能となって　　る「バンカーズ・トラスト銀行」、資産運用・投

いる。1992年6月に成立した金融制度改革法によ　　資銀行業務で質の高いサービスを幅広く提供する

り、銀行の子会社として証券会社の所有が、証券　　　「スイス・ユニオン銀行」、長銀く現・新生銀

会社の子会社として銀行の所有が認められ、この　　行〉と業務提携し証券・資産運用・個人分野に注

法律によって93年4月以降、銀行、証券、信託の　　力する「スイス銀行」、日本最古の外資系銀行で

相互乗入れが始まった。また、97年の独禁法（私　　証券業務に本腰を入れる「オランダ銀行」、外貨

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）　　預金や円建・外貨建貸付や外国為替業務などの総

の改正によって、98年4月以降、事業支配力の過　　合的金融サービスを手掛ける「ドイッ銀行」、な

度の集中となる場合を除き持株会社が解禁され、　　どがある〉、②金融技術を生かしてデリバティブ

大手邦銀においては導入・活用されている。金融　　など日本の証券会社の不得意分野で実績をあげる

機関にとって顧客となる、投資家と資金調達者の　　『外資系証券会社』＜世界最大規模の証券会社で

立場からみてみると、投資家にとっては、預金、　　山一謹券の支店網を買収し個人分野に注力する

株式、社債、保険）は、それぞれ性格の異なる投　　「メリルリンチ証券」、投資銀行として設立され

資商品の一種であり、これらを峻別する合理性は　　日本市場でも大企業相手のM＆Aなどで活躍する

乏しく、1つの選択肢に過ぎない。また、資金調　　「モルガン・スタンレー証券」、投信販売や日本

達者にとっては、銀行、証券、保険の違いは、投　　における不良債権処理に積極的な「ゴールドマン

資家より一層小さく、銀行や保険は相対取引型・　　・サックス証券」、証券・債券・投信銀行業務を

間接金融の一方の当事者として、あるいは、公開　　強化する「リーマン・ブラザーズ証券」、外国株

市場における投資家として、自らのリスクをとっ　　式・M＆A・引受け業務などのホールセールに傾

て資金調達者に資金を提供するものであり、この　　注する「ジャーディン・フレミング証券」、大企

点で両者を区別する意味はない。証券会社を利用　　業や機関投資家を中心にデリバティブや起債引き

した株式や社債による資金調達も、リスクをとっ　　受けなどで積極的な展開をみせる「パリバ証

てくれる経路に辿り着く経路の違いに過ぎない。　　券」、デリバティブ分野で先物オプション等のハ

資金調達にとり重要なことは、市場環境や調達コ　　イテク商品で機関投資家や大企業などの支持を集

ストに応じて、自己の都合に最も適した選択が可　　めている「クレディ・リヨネ証券」などがあ

能となるような、多様な選択肢が用意されている　　る〉、③ライフプランナーの拡充や通販を活用し

こととなる。このように、銀行、証券、保険のい　　て有利な掛け金と手厚い保証で浸透している『外

ずれも、資金の投資や調達という共通の目的を実　　資系保険会社』＜1974年にガン保険を発売し総資

現するための手段に過ぎず、それらに対応・適応　　産で2兆円を超える「アメリカンファミリー生命

する形で、積極的な相互参入が成され、国内金融　　保険」、外資系損保で7割のシェアを持ちアリコ

機関同士の垣根を超えた競争が展開されている。　　ジャパンをグループ企業とする「AIU保険」、

また（2）についてであるが、とりわけ国内におけ　　オーダーメードの保険募集で差別化を図り死亡保

る外資系金融機関の動向を見てみると、様々な業　　証を伸長させている「プルデンシャル生命保

態で数多くの企業が事業を展開している（小島、　　険」、生保代理店や石油系列特約店などで契約高

1998）。具体的には、①外貨預金や系列会社での　　を伸ばし個人分野の特約セット商品などで独自性

投信販売に注力し法人相手にデリバティブを強化　　を発揮する「ING生命保険」などがある〉、④

している『外資系銀行』〈1988年より個人金融分　　企業年金などを大口顧客相手から個人資産に傾注

野に進出した「シティバンク」、1947年に東京に　　分野を変えている『外資系投信・投資顧問会社』

進出し国際リスク管理に強みを持つ「チェース・　　〈1997年以降に長銀く現・新生銀行〉や住友銀行

マンハッタン銀行」、堅実経営でホールセール・　　〈現・三井住友銀行〉や三和〈現・UFJ＞銀行の
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支店で投信の個人営業を開始した「フィディリテ　　ながら、顧客価値創造的に銀行事業を展開してい

イ投信」、90年に進出し投資信託の個人分野に注　　る。それらには、邦銀にはこれまで見られなかっ

力している「インベスコ投信投資顧問」などがあ　　た、あるいは軽視されてきた取組みや戦略等を見

る〉、などといったように外資系金融機関は金融　　出すことができ、既存邦銀にとっては大きな脅威

業態全てにおいて展開し、わが国金融機関に大き　　となっている（森、2001c）。

な影響を与えていると共に、それらに対抗した有　　　金融ビッグ・バンによる規制緩和、IT6）やFT7）

利な条件による新商品・サービス開発やチャネル　　の発展、顧客ニーズ・ビヘイビアの多様化・複雑

の強化・展開等が必要とされている。　　　　　　化・高度化といった邦銀経営を取り巻く環境の変

最後の（3）については、傘下の流通店舗にATM　　化に伴い、銀行事業の担い手も大きく変化してい

を配置しそのネットワークなどを武器に銀行事業　　る。つまり、これまでの担い手であった銀行に加

を展開する「イトーヨーカ堂」、本業であるエレ　　えて、国内異業態（証券、生・損保、信託等）、

クトロニクス分野を超えネットを通じて銀行事業　　外資系金融機関、異業種企業（メーカー、流通業

を展開し自社のブランド価値の最大化を目指す　　者等）等が新規に参入し、邦銀業界や邦銀経営に

「ソニー」、本業および本業の周辺で既に金融機　　対するそれらの影響力はさらに増すことが予想さ

能を提供し潤沢な資金や信用力を武器に銀行事業　　れる。したがって、邦銀各行においては、それら

を展開することを目論む「トヨタ」、預金業務に　　への対抗策を見出すと共に、それらへの競争優位

特化し（消費者向けの小口の電子商取引で貸出業　　を常に確保し他行に対する競争力を獲得するため

務を行わず小額の決済を目的）ネット専業銀行に　　の戦略イノベーションを恒常的に図ることが求め

乗り出す「伊藤忠商事」、財務力を武器に金融を　　られているのである（図表3）。

重点分野として銀行事業に参入し証券・保険代行

業務などを提供することで知識とITを核にした　　　3．3相互扶助体制からの脱却と他行への競争

ソリューション企業を目指す「日立」、などをは　　　　優位を意識した経営へ

じめ、数多くの企業が他業界・異業種から実際に　　　以上からも明らかであるように、邦銀各行にお

参入（あるいは参入予定）している。これら異業　　いてこれまで、他行との差別化を意識した独自の

種は、銀行事業においての戦略（顧客、提供方　　戦略がとれなかったのは、監督官庁による規制が

式）を明確にしつつ、本業における当該企業の各　　強くそれらに従属した経営が遂行されたことが原

種の企業力・事業力（高い信用・ブランドカ、商　　因と言うことができる。つまり、規制行政のルー

品開発・提供力、情報システム、ネットワーク　　ルとしての、すべての金融機関の共存共栄や、社

力、コスト管理力）といった強みを活用すると同　　会コスト負担による弱者救済（マッキンゼー、

時に、顧客の満足やニーズを適えることに傾注し　　1998a、　pp．32－33）、そして、それらの問に浸透

図表3．既存邦銀経営の環境変化とそれに対応した戦略イノベーション

規制緩和による異業種企業の銀行
事業参入（異業種参入銀行）

嘉

顧客ニーズ・ビヘイビアの
ｽ様化・複雑化・高度化 ⇒

既存邦銀の経営戦略革新と

@新邦銀経営戦略の確立 釦
証券・信託・保険会社や外資系

燉Z機関における経営戦略やその

@　　　革新動向
倉

情報技術・金融技術の革新
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していた独特の相互扶助の体制8＞などが影響し、　　は、「自社ならではの事業力や企業力を確立し、

銀行の戦略の自由度を小さくさせていたのであ　　それらを活用する」ということも主要な課題とな

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るであろう。これまでの大手邦銀では、その中心

したがって、既得権益に固執して、新たな展開　　業務は企業向けの貸付業務と個人からの預金の受

に目を向けないのが当たり前であり、また、そこ　　入れということができた。貸付業務は、顧客との

から抜け出ようとすると逆に損をするような仕組　　関係性を重視し短期貸付や長期貸付を行うこと

みであったため、各行の自由な行動を阻み、創意　　で、米銀に見られる複雑な金融取引は一部を除い

工夫の意欲を削がせていたと言うことができる。　　ては存在しなかった。また、個人向けの取引も、

延いては、それらが優勝劣敗、競争・市場原理と　　顧客別の財産状況に応じて様々な運用アドバイス

いった概念を浸透させなかったのである。かくし　　を提供したり、効果的なマーケティングを行った

て邦銀各行は、行政や業界・業態団体に保護さ　　り、それらに適した人材の配置やそれらの育成を

れ、銀行外に異業態、顧客、外資系等を位置付け　　するのではなく、これまでの長期にわたる関係・

ていた制相互扶助の閉ざされた体制・環境から脱　　取引に依存した単純な預金受入れ取引であった。

却し、今後は、「顧客、各種競合他社（異業種、　　また、多くの大手邦銀の組織内部を見ると、支店

異業態、外資系）、協調先、監督当局、業界・業　　を基礎としてこのような単純なリレーションシッ

態団体等との良好な関係を重視する開放されたシ　　プの維持のために優秀な人材を張り付け、収益性

ステム」のなかで、顧客価値の創造や他行に対す　　よりもむしろ規模の拡大を主たる目的とした経営

る競争優位を意識した総合的な経営システムを確　　・事業を展開してきた。つまり、邦銀においては

立していくことになるであろう。　　　　　　　　これまで、各行独自の「顧客に対して他社には真

前項でも述べたように、金融・銀行業界では、　　似のできない自社ならではの価値を提供する企業

多種多様な企業との競争を促進する方向が打ち出　　の中核的な力」（Hamel＆Prahalad、1994）である

されており、それらが具体化している。かくし　　「コア・コンピタンス（core　competence）」とい

て、邦銀経営を取り巻く内外環境の変化に伴い、　　うものは存在しえなかったし、その構築を志向し

各社が金融事業の自由な選択や、金利等の自由な　　てもこなかったというのが実情であり、また、各

設定も可能となり、企業間の競争は従来の競争と　　種規制が緩和されている現状においても、それを

は全く異なり量的・質的に厳しさを増すことが予　　もとにした真に差別化を意識した経営実践が成さ

想されるため、商品開発やチャネルの強化・展開　　れようとしている例は管見の限りでは知覚するこ

を中心として更に顧客主導的な経営・事業を展開　　とができない。

することが必要となるであろう。また、様々な業　　　コア・コンピタンスを生かす形で経営・事業展

界・業態から新規に銀行事業へ参入することにな　　開する大手米銀においては、意図的に他行とは異

るため、各社は当然にして当該事業へ参加しうる　　なる活動を選択し、Citicorpなどでは証券・保険

他社への競争優位やそれらとの協調というものを　　への業務範囲の拡大により金融のコングロマリッ

配慮した上で経営戦略の枠組みを確立していかね　　ト化を図り、Chase（現J．P．　Morgan　Chase）など

ばならないであろう。この他の組織との関係につ　　では企業金融での強みをテコに更なるベンチャー

いても、常に固定的・非流動的に捉えるのではな　　投資業務を展開し、また、Bank　of　Americaでは

く、ある分野では競合し、また、別の分野では協　　Nations　Bankと統合することで一層のリテール・

調者・提携者となるといったような関係を築くこ　　ブランドの強化を目指し、さらにJP．　Morgan

とにもなるであろう。すなわち、競争力の獲得と　　（現J，P．　Morgan　Chase）などでは投資銀行業務に

いう視点からこれまでとは異なる関係の構築も重　　特化する、といったように各行とも規模を拡大し

要な課題となる。　　　　　　　　　　　　　　つつも自らが中核と考えるところに資源を集中さ

また、以上のように産業の今後の方向性や産業　　せている。これら米銀は、独自の価値を顧客に提

の競争状況（市場構造）を掴み、競争相手に合っ　　供しているため、独自性のあるリテール戦略や投

た戦略を展開（戦略の競争適合）していくために　　資銀行戦略を見出すことができ、延いては、他行
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図表4．邦銀のリスク・競争に関わる基調転換とその概要

（a）脆弱的なリスク管理 （a）’リスク多様化に対応したリスク管理

●長期にわたり土地担保主義が定着してきたこと ●土地担保のみならず事業評価の積極的導入や各

によるリスク管理体制の未整備 種リスクの発生予測に基づいた内部体制の継続的

●リスク管理能力・知識の高くない管理者が当該 強化

管理を担当。経営者のリスク認識能力も同時に不 ●リスク管理専門家が当該管理を担当（必要に応

足 じて外部から採用）。経営者に対する継続的なリ

スク把握・認識能力の育成と向上（経営者もその

重要性を深く理解）

●経営全体の管理システムとしてのALMの重要

性を認識する

●組織継続（収益確保や利害関係者の利益の保

ゆ 守）や公共性確保のための想定される各種（多様

な）リスクの理解と適切な管理

（b）金融業界内の競争 （bア大競争時代の競争

●業務分野規制、金利規制、内外市場分断規制に ●業務・金利・フィールドを自由に（自己責任

よる競争の制限と業界・業態内での競争 で）選択し競争するといった競争・市場原理、優

●相互扶助体制の構築による業界内意識の強化と 勝劣敗という概念の浸透

横並び体制の浸透 ●既存の邦銀のみならず異業態企業、海外の外国

●行政や業界・業態団体に保護され、銀行の外に 金融機関、国内の外資系金融機関、異業種企業も

他業態、顧客、外資系金融機関等を位置付ける 含めた幅広い競争相手との競争と、core　compe一

tenceに基づいた差別化経営の実践

●顧客、各種競合他社、協調先、監督当局、業界

・業態団体などのそれぞれとの関係を常に考慮

本論の考察をもとに森が導出

に対する競争優位を獲i得している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．結びにかえて　したがって、以上からも明らかであるように、

邦銀においては、意図的に競合他行とは異なる一　　　本稿では、各種規制の撤廃・緩和等の金融自由

連の活動を選択し、独自の価値を顧客に提供して　　化を迎える以前を中心とした邦銀業界や邦銀経営

いくことが必要となる（Porter、1996）。かくし　　において特徴付けられ基調とされてきたもので、

て、邦銀においては今後、他行の単なる模倣戦略　　今後の経営・金融環境の変化などを熟慮すれば転

・追随戦略・後追い戦略ではなく、自行の事業力　　換ないしは変革・革新が必要とされる、（a）脆弱な

・企業力などに関わる強み・弱みの分析を通じて　　リスク管理、（b）業界内に限定された競争、につい

当該銀行の強みを最大に活かすことができる事業　　て考察してきた。それらに関わる問題点や最近の

・活動を選択し、自行が他行に対し継続的に優位　　動向を窺いながら、今後の邦銀の方向性として、

に立つことができる事業・経営を展開していくこ　　（a）’リスク多様化に対応したリスク管理、（b）’大

とが必要となると考えられる。その前提として各　　競争時代の競争、などについて明らかにしてき

行においては、事業力・企業力や強み・弱みの分　　た。これらの金融自由化等を受けた邦銀業界・邦

析を通じて中核能力を明確にし、それ基にした形　　銀経営の基調転換とその特色について、本稿を総

で他行に対する差別化の実現や競争優位の確立を　　括すれば、図表4のように示すことができるであ

志向していかねばならないであろう。　　　　　　　ろう。
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注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たとする。したがって、預金・貸出業務中心から、

1）運用と調達のミスマッチあるいは予期せぬ資金の　　　リスク仲介業務も今後の重要な柱となり、自らも不

流出等により、通常よりも著しく高い金利での資金　　　確実性の高い多種のリスクをとる必要がある銀行業

調達を余儀なくされたり、市場からの資金調達自体　　　にとっては、ICTやFrの活用が経営の前提となるこ

が不可能となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　とを指摘する。また、高瀬（1999）によれば、コン

2）邦銀各行が低いROEを解決するためには、①英米　　　ピューター技術と情報通信技術を融合した「情報通

の銀行に比べて実施が大幅に遅れた不良債権の引当　　　信技術」は、銀行業務のインフラストラクチャーと

や償却を積極的に進めることによって長期的な利益　　　なり、銀行業務そのものに体化されて銀行業務やそ

の基盤を緊急に整備すること、②邦銀組織を効率化　　　の機能に大きな変容を与え、変化の範囲は極めて広

する一方、最新の通信や金融手法を用いての技術革　　　範であり、その奥行きは深い（投資形態、業界構

新が進む下で邦銀に期待される新しい金融商品・　　　造、大銀行と中小銀行との関係、銀行機能、等）こ

サービスを提供し、それを顧客主導型に展開するこ　　　とを指摘する。

と、の2つの課題が存在する（岡部、1999、pp．309　　7）高度の数理理論とコンピューターを用いて新金融

一314）。換言すれば、たとえ不良債権問題の処理が　　　商品の開発やリスクの分析を行う技術。

終了したとしても、そのことだけから主要国銀行並　　8）相互扶助は、統制された世界の中では非常によく

みのROEを達成することは不可能であり、金融業全　　　機能していたと言うことができる。例えば、過去に

体としての抜本的な再編成による効率化や投下資本　　　経営が破綻した金融機関は大銀行の手助けにより必

の規模過大状況の是正、さらには銀行経営、商品・　　　ず救済されてきている。また邦銀は、資金移転ネッ

サービス提供の革新があってはじめてそれが可能と　　　トワークを公共財と捉え、共同作業を通じてそれら

なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を築きあげ、業界全体として相当の省力化効果をあ

3）顧客はもはや銀行という業態の枠内に選択肢を求　　　げることとなった。しかし、それは他から来るもの

めず、銀行の定期預金か、信託銀行の貸付信託か、　　　は受け入れないという排他的システムということが

証券会社の投信か、保険会社の貯蓄性保険か、また　　　できた。この相互扶助は、自由化の中で、行き詰ま

は全く異なる金融商品なのかという一連の資産運用　　　りを見せている。何故ならば、金融自由化は、究極

サービスの中から選択している。　　　　　　　　　　　的には優勝劣敗を意味しているからである。規制当

4）　これは収益悪化にも大きく影響している。このよ　　　局は市場原理の導入を進めているが、金融機関の総

うな厳しい競争を背景に、これまで十分にあった銀　　　体としての能力は、需要に対して過剰の状態であ

行の預貸金利利ザヤは縮小し、また、総資金利ザヤ　　　る。このなかで、自由化によって既得の収益や負担

も新商品の競争開発などによるコスト増で縮小を余　　　が再配分されれば必然的に個別企業間の差が生じ、

儀なくされることになる（高瀬、1999、pp．185一　　　淘汰が起こることになる。

186）。

5）保険はこれまで大数の法則に基づき設計されるも　　く参考文献〉

ので・市場環境から受ける影響は少なく・預金・株　［1］Chester　I，　B㎜ar¢η26　F尻ηc，’oη3げ，ん8　Eκθc蜘8，

式、社債とは若干異質とされてきたが、「ユニバーサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Harvard　University　Press，1938．

ル生命保険」の登場によって保険商品を、預金、株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［2］Wilson，　John　Donald，η～θC伽θ’αα56　Mαπんα”αη

式、社債などと並ぶ投資商品と位置付ける契機と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Boηん　1Vl　A．1945－1985，　Harvard　Business　Schoo1なった　（植田他、1999、pp．37－38）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Press，1986．6）小西（2000）は、ICT（Information　and　Communica一

，i。n　Tech。。1。gy：欄通信技術）という諜を用い、　［3］R・n　Ch・m呪物H・…げ”・・・…A・1an・i・

IT革命が金融業に与える影響について詳述する。　　　　Books・1990・

ICTが重要性を増した背景として、米国の金融業が　　［4］David　Rogers，τ加F躍班θqプA〃18r’c侃B側ん’η8’

安定した金利・手数料収入を前提とできず、環境の　　　　1瞼澱8’π8カrC肋π8θ，McGraw－Hill．，1992．

不確実性が高まる中で、銀行・証券のトレーディン　　［5］Miller，　Richard　B，，　C’”ooψ’τ加5’oびげαβ伽た’η

グ業務体質への傾斜と、業務の統合や資本巨大化へ　　　　α∫’5，McGraw－Hill．，1993．

のトレンドが生み出され・それが一層ICTやFrに　　［6］Gary　Hamel＆C．K。　Prahalad，　Cαηρε伽8、Forη～6

依拠した経営の枠組を必要とする循環に入っていっ　　　　F吻r6，Harvard　Business　School　Press，1994．
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